
 

新 旧 

（漁具・漁法の制限、遊漁期間） 

第３条 略 

２ 下記表①の第１欄の魚種を第２欄の区域において遊漁をする場合は、第３欄の

期間に 

第４欄の漁具・漁法により行うものとする。ただし第１欄の魚種あゆ及びもくずが

にについては下記表②の左欄の区域内においては同表中欄の期間中は、もくずがに

の採捕は行ってはならない。また、右欄の漁具・漁法以外でのあゆの採捕も行っては

ならない。 

表①  

魚種    区   域  期  間 漁 具・漁 法  

 

 

 

 

あゆ 

 

 

 

 

 

九頭竜川の高屋橋橋台下

流端から北陸自動車道九

頭竜川橋橋台上流端まで

の間を除く区域 

                    

公表した 

解禁日から 

11 月 14 日

まで 

ルアーおよびリ－ルは使用禁止 

友 釣：1 人 1 竿、道糸の長さは

竿長に 1ｍを加えた長

さ、針はおとりあゆの尾

びれ末端から10㎝以内

で、柳または４本いかり

以内 

 

毛針釣：1 人 1 竿、道糸の長さは

10ｍ以下  

わき投げ網：長さ 8ｍ以下、網目

3 ㎝以上、網高 80 ㎝以

下 

ころ釣（あゆ空かけづり） 

九頭竜川の高屋橋橋台下

流端から北陸自動車道九

頭竜川橋橋台上流端まで

の間の区域 

 

公表した 

解禁日から 

11 月 30 日

まで 

 

略 
略 略 略 

略 略 

略 略 略 略 

（漁具・漁法の制限、遊漁期間） 

第３条 略 

２ 下記表①の第１欄の魚種を第２欄の区域において遊漁をする場合は、第３欄の

期間に 

第４欄の漁具・漁法により行うものとする。ただし第１欄の魚種あゆ及びもくずが

にについては下記表②の左欄の区域内においては同表中欄の期間中は、同表右欄の

漁具・漁法による遊漁はしてはならない。 

 

表①  

魚種    区   域  期  間 漁 具・漁 法  

 

 

 

 

あゆ 

 

 

 

 

 

九頭竜川の高屋橋橋台下

流端から北陸自動車道九

頭竜川橋橋台上流端まで

の間を除く区域 

                    

公表した 

解禁日から 

11 月 14 日

まで 

 

友 釣：1 人 1 竿、道糸の長さ

は竿長に 1ｍを加えた

長さ、針はおとりあゆ

の尾びれ末端から 10

㎝以内で、柳または４

本いかり以内、リ－ル

は使用禁止 

毛針釣：1 人 1 竿、道糸の長さ

は 10ｍ以下  

わき投げ網：長さ 8ｍ以下、網

目 3 ㎝以 

上、網高 80 ㎝以下 

ころ釣（あゆ空かけづり） 

九頭竜川の高屋橋橋台下

流端から北陸自動車道九

頭竜川橋橋台上流端まで

の間の区域 

 

公表した 

解禁日から 

11 月 30 日

まで 

 

略 
略 略 略 

略 略 

略 略 略 略 



 

表② 

区   域 期  間 漁   法 

市荒川大橋橋台下流

端より下流へ1600ｍ

の地点から下流1800

ｍまでの区域 

公表した解禁日から 

9 月 30 日まで 

友釣 

 

北島橋橋台下流端よ

り下流へ 40ｍ地点か

ら浄法寺橋橋台下流

端より下流へ2000ｍ

までの区域 

公表した解禁日から 

9 月 30 日まで 

友釣 

 

五松橋橋台上流端よ

り上流へ 500ｍ地点

から五松橋橋台上流

端より下流へ 500ｍ

までの区域 

公表した解禁日から 

9 月 30 日まで 

友釣 

 

３ 略 

 

 略 略  

 略 略 略 

略 略 略 略 

表② 

区   域 期  間 漁   法 

市荒川大橋橋台下流

端より下流へ1600ｍ

の地点から下流1800

ｍまでの区域 

公表した解禁日から 

9 月 30 日まで 

ころ釣（あゆ空かけづり） 

わき投げ網 

たも網 

浄法寺橋橋台下流端

から下流へ2000ｍま

での区域 

公表した解禁日から 

9 月 30 日まで 

ころ釣（あゆ空かけづり） 

わき投げ網 

たも網 

五松橋橋台上流端よ

り上流へ 500ｍ地点

から五松橋橋台上流

端より下流へ 500ｍ

までの区域 

公表した解禁日から 

9 月 30 日まで 

ころ釣（あゆ空かけづり） 

わき投げ網 

たも網 

３ 略 

 略 略  

 略 略 略 

略 略 略 略 

 

 

 


